
手当月額

年齢区分

3歳未満

3歳～
高校生年代
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第１・２子
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第１・２子
第３子以降

１5，０００円
30，０００円
10，０００円
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予　約電話番号相　談　日　時名　称
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毎月第１木曜日、第３土曜日　14：00～16：00

電話番号相　談　日　時名　称
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総務課
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みやき町社会福祉
協議会
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みやき町
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市　町

町民対象　（事前予約）　４人まで
　毎月１回　第４木曜日（祝日の場合別日設定）
　13：30～15：30（30分程度）
※但し、同一内容は年度１回限りとさせていただきます。
町民対象
　毎月1回　第1水曜日　10：00～12：00

町民対象　（事前予約）
　毎月１回　第３火曜日　13：00～16：00

町民対象　（事前予約）　６人まで　20分程度
　毎月２回　原則第２土曜日・第４水曜日　10：00～12：00

町民対象　（事前予約）
　毎月1回　原則第2金曜日　10：00～12:00（20分程度）

町民対象　（事前予約）　４人まで
　毎月１回　詳細はお問い合わせください
　【大町町】　第３火曜日　10：00～12：00
　【江北町】　第２水曜日　10：00～12：00

　児童（０歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子）を養育して
いる方に支給されます。

２. 手当等のこと

（11） 心理相談
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　手当や医療費助成など、いろいろな補助を受けることができま
す。自分に利用できるのではないかと思うものや、もっとくわしく
知りたいというものがありましたら、窓口で相談してみてくださ
い。それでは、詳しく見ていきましょう！

　ひとり親になって、
生活費や医療費などの負担が多くなりました。
なにか補助を受けることができますか。

◆支給期日
　４月、６月、８月、10月、12月、２月

◆申請（利用）方法
　児童の出生日または前住所の市町村の転出予定日等の翌日から15日以内に所定の
手続が必要となります。
　手続が遅れた場合、手当を受給できない期間が生じることがあります。

◆児童手当月額（R６年12月支給分から）

◆相談窓口（連絡先）
　市役所、町役場

（1） 児童手当

　本来大人が担うような家族の介護や家事などをこどもが日常的
に行わざるを得ない状況にあるご家庭のいろいろな悩み事につい
て、経験豊かなスタッフが親身になって耳を傾け、継続的にサポー
トを行います。

（12） 県ヤングケアラー専門相談

090-9717-0566
（実施団体：認定特定非営利活動
法人スチューデント・サポート・
フェイス（佐賀県補助事業））

「ヤングケアラーって？」
（こども家庭庁ホームページ）



児童１人
児童２人以降

全部支給
４8，05０円
１1，35０円加算

◆支給期月 ５月、７月、９月、11月、１月、３月

◆所得に関連した支給制限
　手当を受けている人の前年の所得（課税台帳上の所得に前年、児童を養育している
父または母、あるいは児童が児童の母または父から受け取った養育費の８割を合算し
た額）が下記の限度額以上ある場合は、その年度（11月から翌年の10月まで）は、手当
の全部または一部が支給停止されます。

手当月額 令和８年（2026年）４月から適用
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　18歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある児童（中度以上の障害を有
する場合は20歳未満）がいるひとり親家庭の父または母などに支給される手当です。

◆支給制限

◆対　　象 　次のいずれかの状態にある児童を養育している父または母あるいは
養育者に支給されます。

１ 父母が離婚した児童
２ 父または母が死亡、または生死不明である児童
３ 父または母が重度の障害を有する児童
４ 父または母が引き続き１年以上拘禁されている児童
５ 父または母から引き続き１年以上遺棄されている児童
６ 父または母が裁判所からのＤＶ保護命令を受けた児童
７ 婚姻によらないで生まれた児童

　支給要件に該当しても、次のいずれかに該当する場合は、手当は支給
されません。

１ 請求者および扶養義務者の前年所得が一定額（P11 所得制限限度
　 額表）以上あるとき
２ 児童が児童福祉施設に入所したとき(母子生活支援施設を除く)
３ 請求者および児童が公的年金を受けることができるとき
４ 児童が父または母に支給される公的年金の額の加算対象となって
　 いるとき
５ 里親に委託されたとき
６ 児童が父または母の配偶者（事実上の配偶者を含む）に養育されて
　 いる、もしくは生計を同じくしているとき
※ ３、４に該当する場合でも、公的年金額等が手当額より低いときは、
　 差額を支給される場合があります。

（2） 児童扶養手当
一部支給

48,040円～11,340円
11,340円～5,680円加算

※所得税法に規定する同一生計配偶者（70歳以上の者に限る。）、老人扶養親族、特定扶養
　親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合、上記の額に次の額を
　加算した額になります。

扶養親族の数

０人
１人
２人
３人以上

本人
全部支給 一部支給

　6９０，０００円
1,07０，０００円
1,4５０，０００円

以下３８０，０００円ずつ追加

2，08０，０００円
２，46０，０００円
２，84０，０００円

以下３８０，０００円ずつ追加

扶養義務者および
配偶者孤児等の養育者

２，３６０，０００円
２，７４０，０００円
３，１２０，０００円

以下３８０，０００円ずつ追加

所得限度額表 令和６年（2024年）11月から適用

１ 本人の場合は
・同一生計配偶者（70歳以上の者に限る。）または老人扶養親族１人につき10万円
・特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族１人につき15万円

◆受付窓口 市役所、町役場

●支給期間等に関連した支給制限
　児童の父または母に対する手当は、支給開始月から５年、または支給要件に該当
した月から７年を経過したときは、手当額が一部支給停止（２分の１の減額）になる
ことがあります。（ただし、認定請求をした日に３歳未満の児童を監護している場合
は、児童が３歳に達した月から５年を経過したときから）
　対象者には、該当月の２か月前までに通知が届きますので、必要な書類を期限ま
でに提出すれば手当の一部支給停止にはなりません。

●自立努力義務に関連した支給制限
　児童の父または母は、自ら進んで自立を図り、家庭生活の向上に努めなければな
りません。
　そのため、正当な理由なく求職活動や自立を図るための活動をしない場合には、
手当の全部または一部が支給されない場合があります。

２ 扶養義務者、配偶者および孤児等の養育者の場合は
・老人扶養親族１人につき（当該老人扶養親族のほかに扶養親族がいないときは、
当該扶養親族のうち１人を除いた老人扶養親族１人につき）６万円
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◆支給制限
　受給者の所得が一定額以上ある場合や障害のある児童に公的年金が受けられる場
合、児童が児童福祉施設等に入所している場合などには支給されません。

　身体や精神に中度以上の障害を有する児童（20歳未満）の父もしくは母、または父
母にかわって児童を養育している人に支給されます。支給に際し審査があります。既に
児童扶養手当を受給しているひとり親家庭等で、中度以上の障害を有する20歳未満
の子どもを養育している場合も、特別児童扶養手当が支給されます。

◆支給期月 ４月、８月、11月（年３回）

◆受付窓口 市役所、町役場

※所得税法に規定する同一生計配偶者（70歳以上の者に限る。）、老人扶養親族、特定
　扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合は、上記の額に
　次の額を加算した額になります。

１ 本人の場合は、
・同一生計配偶者（70歳以上の者に限る。）または老人扶養親族１人につき10万円
・特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族１人につき25万円

２ 配偶者および扶養義務者の場合は、
・老人扶養親族１人につき（当該老人扶養親族のほかに扶養親族がいないときは、
当該老人扶養親族のうち１人を除いた老人扶養親族１人につき）６万円

１級該当児童１人につき
２級該当児童１人につき

５8，450円
３8，93０円

扶養親族の数

０人
１人
２人
３人以上

受給者

4,596,000円
4,976,000円
5,356,000円

以下380,000円ずつ加算

配偶者・扶養義務者

6,287,000円
6,536,000円
6,749,000円

以下213,000円ずつ加算

手当 令和８年（2026年）４月から適用

所得限度額 平成14年（2002年）８月から適用
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（3） 特別児童扶養手当

市役所、町役場

◆助成対象
　母子家庭の母と児童、父子家庭の父と児童、父母のない児童
※所得が一定の基準（児童扶養手当の所得限度額）未満であること等条件があります。
●児童・・・18歳に達した日の属する年度の末日までの間にある者
●母子家庭の母、父子家庭の父・・・20歳未満の児童を養育している者

　母子家庭の母、父子家庭の父および児童等が、健康保険により病院などの医療機関
で診療をうけた場合、医療費の自己負担金の一部を、県と市町が助成します。

◆受付窓口

※お住まいの市町によっては、ひとり暮らしの寡婦の方も助成が受けられる場合や、自
　己負担金の全額が助成される場合もあります。詳しくは、お住まいの市町にお問い合
　わせください。

◆助成対象
　厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病及びその疾病の状態の程度に該当する18
歳未満の児童

　801疾病（令和７年４月１日現在）：悪性新生物、慢性心疾患、内分泌疾患、先天性代
謝異常、神経・筋疾患　等

　長期間の療養を必要とし、医療費が高額となる疾病（小児慢性特定疾病）にかかる
医療費の自己負担金の一部を助成する制度です。

◆対象疾病

県保健福祉事務所◆受付窓口

※満18歳に達する日の前に助成の支給認定を受けている場合は、満20歳の誕生日の
　前日まで助成が受けられます。

（4） ひとり親家庭等医療費助成
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（5） 小児慢性特定疾病医療費助成



◆支給制限
　受給者の所得が一定額以上ある場合や障害のある児童に公的年金が受けられる場
合、児童が児童福祉施設等に入所している場合などには支給されません。

　身体や精神に中度以上の障害を有する児童（20歳未満）の父もしくは母、または父
母にかわって児童を養育している人に支給されます。支給に際し審査があります。既に
児童扶養手当を受給しているひとり親家庭等で、中度以上の障害を有する20歳未満
の子どもを養育している場合も、特別児童扶養手当が支給されます。

◆支給期月 ４月、８月、11月（年３回）

◆受付窓口 市役所、町役場

※所得税法に規定する同一生計配偶者（70歳以上の者に限る。）、老人扶養親族、特定
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（3） 特別児童扶養手当

市役所、町役場

◆助成対象
　母子家庭の母と児童、父子家庭の父と児童、父母のない児童
※所得が一定の基準（児童扶養手当の所得限度額）未満であること等条件があります。
●児童・・・18歳に達した日の属する年度の末日までの間にある者
●母子家庭の母、父子家庭の父・・・20歳未満の児童を養育している者

　母子家庭の母、父子家庭の父および児童等が、健康保険により病院などの医療機関
で診療をうけた場合、医療費の自己負担金の一部を、県と市町が助成します。

◆受付窓口

※お住まいの市町によっては、ひとり暮らしの寡婦の方も助成が受けられる場合や、自
　己負担金の全額が助成される場合もあります。詳しくは、お住まいの市町にお問い合
　わせください。

◆助成対象
　厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病及びその疾病の状態の程度に該当する18
歳未満の児童

　801疾病（令和７年４月１日現在）：悪性新生物、慢性心疾患、内分泌疾患、先天性代
謝異常、神経・筋疾患　等

　長期間の療養を必要とし、医療費が高額となる疾病（小児慢性特定疾病）にかかる
医療費の自己負担金の一部を助成する制度です。

◆対象疾病

県保健福祉事務所◆受付窓口

※満18歳に達する日の前に助成の支給認定を受けている場合は、満20歳の誕生日の
　前日まで助成が受けられます。

（4） ひとり親家庭等医療費助成
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（5） 小児慢性特定疾病医療費助成



貸付金の種類　修学資金・就学支度資金など12種類

貸付限度額内　　　容貸付金の種類 貸付対象

児童

児童

児童

3,720,000円

1,860,000円

月額

68,000円

816,000円

460,000円

68,000円

640,000円

110,000円

340,000円

340,000円

510,000円

500,000円

141,000円

118,000円

118,000円

118,000円

月額

特別

運転免許

月額

運転免許

自動車購入

医療

特別

介護

月額

月額

月額

月額

事業開始
資金
事業継続
資金

技能習得
資金

修学
資金 ★

修業
資金 ★

就職支度
資金 ★

医療介護
資金

生活資金

知識技能習得中の貸付

医療、介護中の貸付の場合

失業中の貸付の場合

事業を始めるのに必要な設備費、什器、機械等の購入資金

現在営んでいる事業を継続するために必要な資金

高等学校、大学、大学院、高等専門学校、専修学校に修学さ
せるための授業料、書籍代、交通費等に必要な資金

医療又は介護（当該医療又は介護を受ける期間が1年以
内）を受けるために必要な自己資金、通院のための交通
費及び医師が必要と認めた保険給付のサービスのための
資金

技能習得中、医療介護を
受けている期間、ひとり
親家庭となって7年未満、
又は離職した日の翌日か
ら1年以内の生活費補給
資金および養育費確保
のための裁判費用に係る
資金

児童扶養手当受給相当まで収入が減少した者に対する
資金

事業を開始し、または就職するために必要な知識技能や
資格を得るために必要な交通費、授業料、材料費等の資金

就職するために直接必要な被服、履物、通勤用自動車等の
購入資金

児童が事業を開始し、または就職するために必要な知識技
能を習得するために必要な資金

27,000円から
183,000円

就学支度
資金 ★

小中学校、高校、大学、大学院等及び修業施設への入学・
入所に要する資金

91,600円から
590,000円

令和８年（2026年）４月１日現在

◆受付窓口 県保健福祉事務所、市福祉事務所

◆連帯保証人　連帯保証人を原則必要とします。
　また、★印の資金については、児童が貸付を受ける場合は親等を連帯保証人に、親
が貸付を受ける場合は児童を連帯借受人としていただくことになります。

　自己資金等で用意ができない分を必要最小限度お貸しする制度になりますので、申
請にあたっては収支状況や他制度の利用状況等を詳しくお伺いします。お子さんに対
する資金については、就学意欲や将来の返済意志の確認のため、必ず一度以上の同席
が必要です。また、資金の種類によっては振込日に応じて申請書の提出期間を定めて
いる場合があります。詳しいことについては、受付窓口にご相談ください。

◆償還方法　償還期間内に原則として月賦で償還していただきます。

◆貸付申請

14 15

生活安定のための
貸付の場合

母、父
寡婦
母、父
寡婦

母、父
寡婦

母、父
寡婦
児童

母、父
寡婦
児童

母、父
寡婦

児童

1,500,000円

2,000,000円

260,000円

340,000円

災害等のとき

児童扶養手当に準
拠した額（全部支給
の額）の範囲内

住宅資金

転宅資金

結婚資金

住宅を建設、購入、補修、保全、改築又は増築するために必
要な資金

児童の婚姻に際し必要な資金

住居を移転するときに、敷金等の賃借に必要な資金及び
特に必要と認められる運送費に充てる資金

母、父
寡婦

母、父
寡婦

※貸付資金毎に、貸付要件及び貸付上限額等を定めています。詳しくは、受付窓口にお問い合わせください。

◆貸付を受けられる方
・母子家庭の母・・・20歳未満の児童を扶養している方
・父子家庭の父・・・20歳未満の児童を扶養している方
・寡婦・・・・・・・・・・・かつて母子家庭の母として児童を扶養していたことのある方
・40歳以上の配偶者のいない女子（母子家庭の母及び寡婦を除く。）
※一部の資金については児童本人

　ひとり親家庭および寡婦の生活安定と、その児童の福祉を増進するために、各種資
金貸付をおこなっています。

（6） 母子・父子・寡婦福祉資金貸付金



貸付金の種類　修学資金・就学支度資金など12種類
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◆受付窓口 市役所、町役場または年金事務所

※子どもが４人以上いる場合は、子どもが３人いる配偶者の額に１人について79,800円
　（月額6,650円）が加算されます。

次のいずれかに該当するとき、その人の配偶者または子に支給されます。

１ 加入中の人が死亡したとき
２ 60歳以上65歳未満で、国民年金に加入したことがあり、日本国内に住所がある
　 人が死亡したとき
３ 老齢基礎年金を受けているか、受けられる人が死亡したとき

※上記の子は、18歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある子
   （障害児は20歳未満）

注）１、２は、死亡した日の属する月の前々月までに、加入期間のうち保険料納付済
期間（免除期間含む）が2/3以上あること。または、故人の死亡日が令和18年
（2036年）4月1日より前にある場合に死亡した方が65歳未満であれば死亡した
日の属する月の前々月までの１年間は保険料未納期間がないこと。

◆支給要件

　国民年金（厚生年金、各種共済組合を含む）に加入していた人が亡くなったとき、その
人によって生計を支えられていた配偶者で、子と生計を同一にしている人、または、死亡
した人の子に支給されます。

子の数

１人のとき
２人のとき
３人のとき

年金額
基本額 子の加算

847,300円
847,300円
847,300円

243,800円
487,600円
568,900円

合計
1,091,000円（月額　 90,925円）
1,334,900円（月額　111,241円）
1,416,200円（月額　118,016円）

年金額 子どものいる配偶者に支給する場合（令和８年（2026年）度の金額）

◆支給要件　次のいずれかに該当するとき、その遺族に支給されます。

　１. 加入中の人が死亡したとき
　２. 厚生年金、各種共済組合に加入していた人が、退職後に在職中の病気やけががも
　　　とで初診日から5年以内に死亡したとき
　３. 障害厚生年金（1級、2級）を受けている人が死亡したとき
　４. 老齢厚生年金（退職共済年金）を受けているか、受けられる人が死亡したとき

注１）

注２）

注３）

1、2は死亡した日の属する月の前々月までに、加入期間のうち保険料納付済期間（免除期間
含む） が2/3以上あること。または、死亡した日の属する月の前々月までの1年間は保険料未
納期間がないこと。
子、孫は結婚していたら支給されません。 また、受給後に妻が再婚したり、子や孫が結婚や他
から扶養をうけるようになった場合は支給されません。
4.は保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上あ
る方に限ります。

　勤め先で厚生年金保険、各種共済組合に加入していた人が亡くなったとき、その人に
よって生計を支えられていた子のある配偶者や子などの遺族に、遺族基礎年金に上乗
せして支給されます。ただし、遺族が、子のない妻、子のない55歳以上の夫、父母また
は祖父母などの場合には遺族厚生年金だけが支給されます。

◆問い合わせ先 年金事務所、共済組合

◆問い合わせ先 県保健福祉事務所、市福祉事務所・町役場

　病気やケガで働けない、ひとり親家庭になったがすぐには働けないなど、いろいろな
事情により真に生活に困った国民に対し、国が困窮の程度に応じて必要な保護を行
い、最低限度の生活を保障するとともに、自立の助長を目的としています。
　具体的には、厚生労働大臣が定めた基準により、その世帯の最低生活費を算出し、
利用できる資産、能力、その他あらゆるものを最低生活維持のために活用することを
要件として、それでもなおかつ生活に困窮する場合に、その不足額を支給するという
ものです。

◉生活保護とは

◆８種類の扶助に分かれています 生活扶助、教育扶助、住宅扶助、介護扶助
医療扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助

（7） 遺族基礎年金

（9） 生活保護

（8） 遺族厚生（共済）年金
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◆受付窓口 市役所、町役場または年金事務所

※子どもが４人以上いる場合は、子どもが３人いる配偶者の額に１人について79,800円
　（月額6,650円）が加算されます。

次のいずれかに該当するとき、その人の配偶者または子に支給されます。

１ 加入中の人が死亡したとき
２ 60歳以上65歳未満で、国民年金に加入したことがあり、日本国内に住所がある
　 人が死亡したとき
３ 老齢基礎年金を受けているか、受けられる人が死亡したとき

※上記の子は、18歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある子
   （障害児は20歳未満）

注）１、２は、死亡した日の属する月の前々月までに、加入期間のうち保険料納付済
期間（免除期間含む）が2/3以上あること。または、故人の死亡日が令和18年
（2036年）4月1日より前にある場合に死亡した方が65歳未満であれば死亡した
日の属する月の前々月までの１年間は保険料未納期間がないこと。

◆支給要件

　国民年金（厚生年金、各種共済組合を含む）に加入していた人が亡くなったとき、その
人によって生計を支えられていた配偶者で、子と生計を同一にしている人、または、死亡
した人の子に支給されます。

子の数

１人のとき
２人のとき
３人のとき

年金額
基本額 子の加算

847,300円
847,300円
847,300円

243,800円
487,600円
568,900円

合計
1,091,000円（月額　 90,925円）
1,334,900円（月額　111,241円）
1,416,200円（月額　118,016円）

年金額 子どものいる配偶者に支給する場合（令和８年（2026年）度の金額）

◆支給要件　次のいずれかに該当するとき、その遺族に支給されます。

　１. 加入中の人が死亡したとき
　２. 厚生年金、各種共済組合に加入していた人が、退職後に在職中の病気やけががも
　　　とで初診日から5年以内に死亡したとき
　３. 障害厚生年金（1級、2級）を受けている人が死亡したとき
　４. 老齢厚生年金（退職共済年金）を受けているか、受けられる人が死亡したとき

注１）

注２）

注３）

1、2は死亡した日の属する月の前々月までに、加入期間のうち保険料納付済期間（免除期間
含む） が2/3以上あること。または、死亡した日の属する月の前々月までの1年間は保険料未
納期間がないこと。
子、孫は結婚していたら支給されません。 また、受給後に妻が再婚したり、子や孫が結婚や他
から扶養をうけるようになった場合は支給されません。
4.は保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上あ
る方に限ります。

　勤め先で厚生年金保険、各種共済組合に加入していた人が亡くなったとき、その人に
よって生計を支えられていた子のある配偶者や子などの遺族に、遺族基礎年金に上乗
せして支給されます。ただし、遺族が、子のない妻、子のない55歳以上の夫、父母また
は祖父母などの場合には遺族厚生年金だけが支給されます。

◆問い合わせ先 年金事務所、共済組合

◆問い合わせ先 県保健福祉事務所、市福祉事務所・町役場

　病気やケガで働けない、ひとり親家庭になったがすぐには働けないなど、いろいろな
事情により真に生活に困った国民に対し、国が困窮の程度に応じて必要な保護を行
い、最低限度の生活を保障するとともに、自立の助長を目的としています。
　具体的には、厚生労働大臣が定めた基準により、その世帯の最低生活費を算出し、
利用できる資産、能力、その他あらゆるものを最低生活維持のために活用することを
要件として、それでもなおかつ生活に困窮する場合に、その不足額を支給するという
ものです。

◉生活保護とは

◆８種類の扶助に分かれています 生活扶助、教育扶助、住宅扶助、介護扶助
医療扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助

（7） 遺族基礎年金

（9） 生活保護

（8） 遺族厚生（共済）年金
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